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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎03（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！

イベント・催し等の開催の有無等は事前にご確認を！　また、休館している区施設等もありますので、事前にご確認ください。

特別区民税・都民税等の徴収猶予
（特例制度）の申請を受け付けています

事業名 担当 日 時間 内容

育児相談 牛込 10㈮ ９：00～10：00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼
児）

四谷   2㈭ ９：30～11：30 さくらんぼくらぶ（個別相談）
育児・おっぱい
相談

東新宿 1７㈮ ９：00～10：30 保健師・助産師・栄養士の個別相談
おっぱい相談は予約制落合   1㈬ 13：00～1４：30

女性の健康
専門相談

女性の
健康支援
センター
（四谷）

  3㈮
産婦人科系全般 1４：00～16：00

予約制。女性の婦人科医などの個別
相談。思春期から更年期の女性のか
らだや婦人科系の症状などについて
相談できます。

2８㈫
更年期専門

精神保健
相談

牛込   ７㈫・21㈫ 1４：15～16：30 予約制。精神科医師による思春期か
ら高齢期（認知症を含む）までの「ここ
ろ」の相談

四谷 1７㈮ 1４：00～16：15
東新宿   1㈬ 13：15～15：30
落合 30㈭ 1４：00～16：15

うつ専門
相談 落合   2㈭ 1４：00～16：15 予約制。精神科医の個別相談

訪問指導

牛込 13㈪

13：30～15：30

予約制。理学療法士・作業療法士が
自宅を訪問し、実技指導のほか、リハ
ビリ等のアドバイスをします。
※管理栄養士・歯科衛生士の訪問指
導（栄養・歯科のアドバイス・実技指
導）は随時実施（予約制）

四谷 13㈪
東新宿   ８㈬・2７㈪

落合   ７㈫・1７㈮

◆ 予約制のものは６月８日㈪から受け付けます ◆

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★
牛込保健センター ☎（３２６０）６２３１ ㋫（３２６０）６２２３ 〒１６２-０８５１ 弁天町５０
四谷保健センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６０-０００８ 四谷三栄町１０-１６
東新宿保健センター ☎（３２００）１０２６ ㋫（３２００）１０２７ 〒１６０-００２２ 新宿７-２６-４
落合保健センター ☎（３９５２）７１６１ ㋫（３９５２）９９４３ 〒１６１-００３３ 下落合４-６-７
女性の
健康支援センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６０-０００８ 四谷三栄町１０-１６

（四谷保健センター内）

７月の保健センター等の相談 母子関係の事業は母子健
康手帳をお持ちください。

　ただし、新型コロナウイルス感染症の状況によっては
変更する可能性がありますので、お問い合わせください。

第1期の納期限は6月30日㈫
　令和2年度の住民税（特別区民税・都民税）の税額決定・納税通知書を、6月10日㈬に発
送します。
　ペイジー納付・クレジット納付またはお手元に届いた納付書で、銀行等の金融機関、
郵便局（東京都・関東各県・山梨県のみ）、区税務課、特別出張所で忘れずに納めてくださ
い。左下にバーコードがある納付書は、裏面に記載のコンビニエンスストアのほか、携
帯電話（モバイルレジ対応機種のみ）からも納められます。

年金からの引き落とし 
（年金特徴）の方
　公的年金から引き落とされる税額を、
納税通知書に記載しています。
● 令和元年度から引き続き
　年金特徴の方
　4月・6月・8月は仮徴収税額となり、令和
元年度の年税額の6分の1を年金から引き
落とします。その後、確定した税額から仮
徴収税額を差し引いた金額を、10月・12
月・令和3年2月の年金から引き落としま
す。
● 新たに年金特徴の対象となった方
　税額の2分の1は、第1期（6月30日㈫納
期限）・第2期（8月31日㈪納期限）に、それ
ぞれ納付書で納めてください。残りの税
額は、10月・12月・令和3年2月の年金から
引き落とします。

令和２年度住民税の課税証明書
等の発行は６月１０日㈬から
　発行には事前に税の申告が必要です。
さまざまな手続きで税の証明書が必要に
なるため、収入のない方も申告をしてお
くと便利です。

【発行手数料】1通300円（新型コロナウイ
ルス感染症の影響による融資等の申請用
は無料）

【申請に必要なもの】▶本人が申請すると
き…本人確認書類（運転免許証等）
▶代理人（家族を含む）が申請するとき…
本人からの委任状（下記見本参照）・代理
人の印鑑・代理人の本人確認書類（運転免
許証等）
※税の申告は税務課で、証明書の発行は
税務課・特別出張所で受け付けます。
◎コンビニ交付サービス
　証明書等は、全国のコンビニエンスス
トアに設置されているキオスク端末（マ
ルチコピー機）でも取得できます（発行手
数料／1通200円）。利用者証明用電子証
明書搭載のマイナンバーカードをお持ち
ください。

　6月25日㈭までに納入通知書が届かない方は、6月
30日㈫までに医療保険年金課国保資格係へご連絡く
ださい。令和元年中の収入の申告（所得税・住民税の申
告）が遅れた方、新宿区外で課税されている方、税申告を
していない方は、均等割額だけの納入通知書をお送りす
る場合があります。令和元年中の総所得金額等が確定し
次第、所得割額を含めた保険料を再計算して通知しま
す。税申告をしていない方は、早めに申告してください。
※倒産・解雇等でご自身の意思に関係なく失業し、雇
用保険受給資格者証をお持ちの方は、保険料が軽減さ
れる場合があります。軽減には医療保険年金課国保資
格係への届け出が必要です。
※後期高齢者医療保険料の納入通知書は、7月17日㈮
に発送する予定です。

保険料の納付方法

◎納付書での納付
　納期限は納期月の末日（土・日曜日、祝日等の場合はそ
の翌日）です。納入通知書に1年分の一括納付用と各月
納付用（6月~9月納期分）の納付書を同封しています。銀
行等の金融機関、郵便局（東京都・関東各県・山梨県の
み）、区医療保険年金課、特別出張所で納めてください。

　そのほか、ペイジー、納付書の裏面に記載のあるコン
ビニエンスストア、携帯電話（モバイルレジ対応機種の
み）でも納められます（コンビニエンスストア・携帯電話
での納付は左下にバーコードがある納付書のみ）。
◎口座振替
　新たに口座振替による納付を希望する方は、納入通
知書に同封の「口座振替（自動払込）依頼書」に記入・押
印の上、医療保険年金課納付推進係へ郵送するか銀行
等の金融機関、郵便局へお持ちください。1~2か月後
に、口座振替（自動払込）開始月をお知らせします。
◎年金からの引き落とし（特別徴収）
　現在、特別徴収で納付している方は 引き続き8月ま
で年金から引き落とします。10月以降の納付方法は、7
月に特別徴収に該当するか区が判定します。判定の結
果、納付書での納付になる方には、7月に「国民健康保険
料変更通知書」、10月に納付書をお送りします。10月の
納付から口座振替を希望する方は、7月31日（必着）まで
に口座振替（自動払込）依頼書を提出してください。
　納付方法の判定条件等詳しくは、納入通知書に同封
の冊子「くらしと国保」・案内チラシをご確認ください。

6月中旬発送

国民健康保険料納入通知書
をお送りします

特別定額給付金の申請を受け付けています

　申請書と、本人確認書類・振込口座確認書類（いず
れもコピー）を同封の返信用封筒で返送してくださ
い。マイナポータル（オンライン）で申請した方は、
郵送での申請は必要ありません。

【対象・支給額】4月27日時点で新宿区の住民基本台
帳に記録されている方、一人に付き10万円

※4月27日までに生まれた方、4月27日以降に亡く
なった方も対象です。

【申請・受給できる方】住民基本台帳上の世帯主（世
帯全員分をまとめて申請・受給）

【問合せ】新宿区特別定額給付金コールセンター
☎（5273）4353（午前9時～午後7時）へ。

● 対象の方には、６月２日にご案内を発送しました
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給
している方に、臨時特別給付金として対象児童一人
に付き10,000円を6月26日㈮に支給します。
※支給対象者が公務員の場合、勤務先から別途案内
があります。また、支給日は公務員以外の方と異な

ります。
【対象】令和2年4月分の児童手当（特例給付を除く）
を受給している方

【助成額】令和2年4月分の児童手当の給付対象とな
っている児童一人に付き10,000円

【問合せ】子ども家庭課子ども医療・手当係（本庁舎2
階）☎（5273）4546へ。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の方へ

子育て世帯臨時特別給付金を支給します

　個人向け緊急小口資金等の特例として、据置期間
の延長等を行い、緊急の貸し付けを行っています。
申請書は区社会福祉協議会ホームページ（㋭http://
www.shinjuku-shakyo.jp/）から取り出せます。申
請は原則、郵送で受け付けます（受付期間は7月31日
㈮まで）。

【問合せ】区社会福祉協議会（〒169-0075高田馬場1
―17―20）☎（5273）3546へ。
● 緊急小口資金

【対象】新型コロナウイルス感染症の影響により、休
業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸し付けを必要とする世帯

【貸付限度額】20万円以内（一括交付）
【利子】無利子
【返済期限】2年以内（据置期間1年）

● 総合支援資金（生活支援費）
【対象】新型コロナウイルス感染症の影響により、収
入の減少や失業等で生計維持が困難となり生活再
建までの生活費を必要とする世帯

【貸付限度額】▶2人以上…月20万円以内、▶単身…
月15万円以内

【貸付期間】原則3か月以内
【利子】無利子
【返済期限】10年以内（据置期間1年）

● 受付期間を令和３年３月３１日まで延長しました
　商工業緊急資金（特例）のあっせんを行っています。要
件や必要書類等詳しくは、お問い合わせください。

【対象】新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的
に売上の減少等業況悪化をきたしている、または悪化が
見込まれ、資金繰りが必要となる中小企業者

【貸付限度額】500万円以内
【貸付期間】5年以内（うち据置期間6か月以内）
【信用保証料・利子】全額補助
【問合せ】産業振興課産業振興係（西新宿6―8―2、BIZ新
宿4階）☎（3344）0702へ。
※融資の相談・申請は、事前に電話でお申し込みください。

緊急融資（無利子）を行っています

新たにテイクアウト・宅配・移動販売を

始める初期経費等を補助します

個人向け資金貸付の特例措置を行っています

業況悪化が見込まれる中小企業の事業主の方へ
収入減少のあった
世帯の方へ

● 都公社の補助に最大２５万円上乗せ
　東京都中小企業振興公社では、下記対象経費の5分の4

（上限／100万円）を補助する「業態転換支援事業」を行っ
ています。区では、同事業の交付決定を受けた区内で飲食
店を営む中小企業・個人事業者に上乗せして補助をしま
す。要件や必要書類等詳しくは、お問い合わせください。

【対象経費】新たにテイクアウト・宅配・移動販売を開始す
る際の販売促進費・車両費・器具備品費ほか

【補助額】対象経費の5分の1（上限／25万円）
【補助対象期間】令和3年1月31日㈰まで
【問合せ】産業振興課産業振興係（西新宿6―8―2、BIZ新
宿4階）☎（3344）0701へ。
※都公社の業態転換支援事業については、東京都中小企業
振興公社☎（5822）7232へ。同公社ホームページ（㋭https://
www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/
conversion.html）でもご案内しています。

飲食事業者の方へ

　新型コロナウイルス感染症の影響で収入に相当な減少がある方は、特別
区民税・都民税等の徴収猶予の特例の申請ができます。最大で1年間、徴収
の猶予を受けることができ、猶予期間中の延滞金は免除します。

◈対象

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難で、次のいずれにも該
当する方
▶新型コロナウイルス感染症の影響により、2月以降の任意の期間（1か月
以上）において、収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少している
▶一時に納税することが困難である
◈対象となる税金

特別区民税・都民税、軽自動車税（種別割）、その他区が賦課徴収する特別区
税で、2月1日～令和3年1月31日に納期限が到来するもの
◈申請期限

6月30日㈫または納期限（納期限が延長された場合は延長後の納期限）のい
ずれか遅い日
◈猶予期間

納期限の翌日から起算して1年を限度として、申請者が申請した期間
◈申請手続

　納期限ごとに作成した申請書に、収入や預金の状況が分かるもの（売上
帳・現金出納帳・給与明細書・預金通帳のコピー等）を添付し、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、原則として郵送またはeLTAX（オンライン）で
提出してください。
● 郵送申請
　申請書等を税務課納税係へ郵送してください。申請書は新宿区ホーム
ページから取り出せます。同係からお送りすることもできます。希望する方
は、ご連絡ください。
● eLTAX（オンライン）による申請
　eLTAX特設ページ（㋭https：//www.eltax.lta.go.jp/news/01689)か
ら提出してください。
※窓口での提出を希望する場合は、事前に税務課納税係にご連絡ください。
※申請書を受け付け後、内容を区で審査した上で、許可または不許可の通知
書を郵送します。

【問合せ】税務課納税係（〒160-8484歌舞伎町1―4―1、本庁舎6階）▶普通
徴 収 に よ り 課 税 さ れ て い る 方 … ☎（5273）4507・☎（5273）4508・
☎（5273）4538、▶特別徴収による納付の義務がある事業者…☎（5273）
4509へ（いずれも㋫（3209）1460）。

6月10日㈬
発送

特別区民税・都民税
税額決定・納税通知書をお送りします

申請書を５月２９日に
発送しました

予防接種の接種期限を延長します
　新型コロナウイルス感染症に係る特例対応として、接種期限の延長を5月31日まで
としていましたが、当面の間、さらに延長します。対象者等詳しくは、お問い合わせく
ださい。期限延長の終了時期は、決定次第、新宿区ホームページ等でご案内します。

【問合せ】保健予防課予防係（第2分庁舎分館1階）☎（5273）3859へ。

【問合せ】税務課▶課税内容…課税第一係☎（5273）4107・第二係☎（5273）4108、
▶税金の支払い・口座振替・証明書発行…収納管理係☎（5273）4139へ（いずれも本
庁舎6階・㋫（3209）1460）。

【問合せ】医療保険年金課▶保険料の内容・減免…国保資格係☎（5273）4146、▶保険料の納付・相談…納付推
進係☎（5273）3873へ（いずれも本庁舎4階・㋫（3209）1436）。

令和２年　第2回区議会定例会
期　日 開会時間 会議・委員会の名称

6月10日㈬ 午前10時 本会議（代表質問等）
6月11日㈭ 午前10時 本会議（代表質問・一般質問等）

6月12日㈮・
　  15日㈪

午前10時 常任委員会（総務区民、環境建設）

午後1時30分 常任委員会（福祉健康、文教子ど
も家庭）

6月16日㈫ 午前10時 特別委員会（防災等安全対策、自
治・議会・行財政改革等）

6月1７日㈬ 午前10時 特別委員会（オリンピック・パラ
リンピック・文化観光等）

6月1９日㈮ 午後2時 本会議（議案の採決、意見書・決
議の採決等）

◎本会議の様子は区議会ホームページ（㋭http://www.
city.shinjuku.lg.jp/kusei/index0８.html）でご覧いただ
けます。日程は変更することがあります。詳しくは、お問い
合わせください。

【問合せ】議会事務局調査管理係（本庁舎5階）☎（52７3）
353４・㋫（320９）９９９5へ。
⃝今回の定例会で審議する主な議案（予定）
▶予算案…令和2年度新宿区一般会計補正予算（第４号）
▶条例案…新宿区特別区税条例等の一部を改正する条例、
新宿区手話言語への理解の促進及び障害者の意思疎通の
ための多様な手段の利用の促進に関する条例

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）☎（52７3）3505・
㋫（320９）９９４７へ。

5月の新宿区の人口 １日現在（増減は前月比）

住民基本台帳人口  3４７,5４2人（2８人減）
世帯数 220,７８４世帯（15世帯増）

日本人 外国人

人口計 30８,326人（９７5人増） 3９,216人（1,003人減）

男 15４,1７3人（520人増） 1９,９2７人（531人減）

女 15４,153人（４55人増） 1９,2８９人（４７2人減）

新型コロナウイルス感染症の

症状・感染に関する相談

　各所のホームページ等を参考に相談窓口を以下のとおりまとめました。内容は
変更している場合があります。詳しくは、各所のホームページをご確認ください。

５月２８日時点の情報を掲載しています

内容 相談先 電話・ファックス
感染の疑いがある
次のいずれかの症状がある方はすぐに相談
を（下記症状に該当しない場合の相談も可）
▶息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠
感）、高熱等の強い症状のいずれかがある
▶重症化しやすい方（※）・妊婦の方で、発熱
や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
▶上記以外の方で発熱や咳など比較的軽
い風邪の症状が続く
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患

（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析
を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等
を用いている方
★小児は帰国者・接触者電話相談セン
ター・かかりつけ小児医療機関に電話等で
相談してください。

《新宿区》帰国者・接触
者電話相談センター

（土・日曜日、祝日等を
除 く 午 前９時 ～ 午 後5
時）

☎（52７3）3８36
㋫（52７3）3８20

《東京都》帰国者・接触
者電話相談センター

（月～金曜日午後5時～
翌午前９時、土・日曜日、
祝日等は2４時間受け付
け）

☎（5320）４5９2

症状・予防など
新型コロナウイルス感染症に関する一般的
な相談（感染の疑いや症状がある等の相談
を除く）

《新宿区》新型コロナウ
イルス相談電話

（土・日曜日、祝日等を
除 く 午 前９時 ～ 午 後5
時）

☎（52７3）3８36
㋫（52７3）3８20

《厚生労働省》（午前９時
～午後９時） ☎0120（565）653

【多言語】
症状・予防など

英語・中国語・韓国語・
タイ語・スペイン語・日
本語

《東京都》保健医療情報
センター「ひまわり」

（午前９時～午後８時）
☎（52８5）８1８1

英語・中国語・韓国語・
日本語

《東京都》新型コロナ
コールセンター（一般
電話相談）（午前９時～
午後10時）

☎（05７0）5505７1

【聴覚障害のある方向け】症状・予防など 《東京都》新型コロナウ
イルス感染症相談窓口 ㋫（53８８）13９6

＜見本＞ 委 任 状
新宿区長 宛て

　下記の者を代理人と定め、＊年度 納税・課税 
証明書（扶養等控除の内容記載 有・無 ）＊通の
交付申請・受領の権限を委任します。

委任者　住所＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　氏名＊＊＊＊㊞  生年月日＊年＊月＊日

代理人　住所＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　氏名＊＊＊＊　  生年月日＊年＊月＊日

令和＊＊年＊月＊日

保険料の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響で収入に一定程
度減少がある世帯を対象に、保険料の減免を実施す
る予定です。令和2年2月1日～令和3年3月31日の保
険料が減免の対象です。対象世帯・要件等詳しくは、
決定次第、広報新宿・新宿区ホームページでご案内し
ます。

　区の上乗せ補助部分につ

いては現在、事業内容の変更

を検討しています。

　詳しくは決定次第、新宿区

ホームページ等でご案内し

ます。
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